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令 和 ４ 年 度  事 業 報 告 書 
(令和４年４月１日から令和５年３月 31日まで) 

公益社団法人 とやま被害者支援センター 

1 相談事業   

業 務 項 目 実   施   結   果 

⑴ 電話相談 ア 専用電話（076-413-7830）を設け、犯罪被害相談員等が被害者等か

らの相談に応じた。[月～金曜日、10:00～16:00(祝日・年末年始を除く)] 

(ｱ) 受理件数（電子メール・手紙を含む） 

 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 増減（率） 

総 件 数 ２０８ ２０１ ２８１ 80 (39.8％) 

 一  般 76 71 76 5 ( 7.0％) 

 直接支援関係者等 132 130 205 75 (57.7％) 

 (ｲ) 犯罪別内訳 

  Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 増 減 

 殺人(傷害致死) 50 53 64 11 

 強盗(致死傷) 17 0 0 0 

 性犯罪 59 46 111 65 

 暴行･傷害 4 5 11 6 

 交通事故 11 43 38 -5 

 その他 67 54 57 3 

(ｳ) 対応(相談結果) 

  Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 増 減 

 相談助言 203 176 261 85 

 他機関紹介･引継等 5 25 20 -5 

イ 当センターの受付時間以外の電話相談には、「全国共通ナビダイヤル

(0570-783-554)」で対応した。[7:30～22:00(年末年始を除く)] 

  Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 増 減 

本 県 関 係 １ ２ １２ 10 
 

⑵ 面接相談 電話相談結果等から面接相談が必要と認められた被害者、直接当セン

ターを訪れた被害者等に対する面接相談を実施した。 

  Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 増 減 

総 件 数 １２ ４０ ３８ -2 

 相談助言      8 24 26 2 

 他機関紹介等 0 1 1 ±0 

 法律相談 2 13 11 -2 

 カウンセリング 2 2 0 -2 
 

⑶ 専門相談 ア 無料法律相談 

県弁護士会｢犯罪被害者支援委員会｣の協力を得て実施した。 

[原則、毎月最終水曜日、事前予約制] 

   Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 増 減 

実 施 件 数 ２ ４ ５ 1 

イ 心理相談(カウンセリング) 

県公認心理師協会の支援を得て実施した。 

   Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 増 減 

実 施 件 数 ２ ２ ０ -2 
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２ 直接的支援事業 

業 務 項 目 実   施   結   果 

⑴ 危機介入 

(犯罪等の発生直

後の初期段階に

おける支援措置) 

 県公安委員会から「犯罪被害者等早期援助団体」の指定を受けているこ

とから、県警察から被害者等の承諾のもとに情報提供を受け、被害者等の

要望に基づき付添い等の直接的支援を行った。 

 警察からの情報提供件数は、次のとおり。 

 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 増 減 

実 施 件 数 ５ ６ ５ -1 
 

 ⑵ 生活支援  犯罪被害者に対する防犯ブザーの供与はあったが、家事等の日常生活の

支援はなかった。 

 ⑶  同行 (付添

い)支援 

ア 公判等に伴う被害者等の要望に基づき、裁判所、検察庁、弁護士事務

所等への付添い支援を次のとおり実施した。 

 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 増減（率） 

総 件 数  ５４  ３５ ４２  7 (20.0%) 

 警察関連 0 0 1 1 

 裁判所関連 36 15 22 7 

 検察庁関連 3 3 12 9 

 弁護士関連 6 14 5 -9 

 行政窓口 0 0 0 0 

 病院 0 0 0 0 

 自宅訪問 6 0 0 0 

 その他 3 3 2 -1 

イ 犯罪別内訳 

  Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 増 減 

 殺人(傷害致死) 26 11 6 -5 

 強盗(致死傷) 13 0 0 0 

 性犯罪 13 9 26 17 

 暴行･傷害 0 0 0 0 

 交通事故 0 15 10 -5 

 その他 2 0 0 0 
 

３ 犯罪被害者等給付金裁定申請手続き補助事業 

 

業 務 項 目 実   施   結   果 

申請手続き補助 犯罪被害者等給付金の支給申請に係る対応はなかった。 

４ 被害者等の自助グループ支援事業 

 

業 務 項 目 実   施   結   果 

例会の開催及

び運営 

ア 被害からの精神的回復を目的とした自助グループの例会運営につい

て、事務局員及び支援活動ボランティアが活動をサポートした。 

 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 増 減 

実  施  回  数 ６ ８ １０ ＋2 

参加者数(延べ) １８ ２５ ３０      ＋5 

（例会の開催～4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,12月,1月,2月） 

イ 毎回、関係者に開催案内を郵送し参加を呼び掛けた。 

ウ 自助グループは、現在６名構成であるが、近年は１回に 1名が参加 

するにとどまっている。 
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５ 関係機関・団体等との連携による援助事業 

 

業 務 項 目 実   施   結   果 

 ⑴ 各種行政機

関との連携 

ア 富山県 

  生活環境文化部県民生活課と共同で県内 15 市町村を巡回しての「犯

罪被害者等支援啓発パネル展」を開催したほか、「犯罪被害者週間」にお

ける街頭キャンペーンの実施等において相互に協力した。 

イ 県警察 

  情報提供に係る被害者等の支援、｢命の大切さを学ぶ教室｣の共催、「犯

罪被害者週間」における各種広報・啓発活動、賛助会員の維持･拡大等に

おいて連携を図った。 

ウ 市町村 

  前記、「犯罪被害者等支援啓発パネル展」の開催を介し、各市町村の窓

口担当者との関係づくりに努めた。 

エ その他 

  被害者等の公判における付添い支援等に伴い、検察庁及び裁判所担当

者との緊密な連携に努めた。 

 ⑵ 関係機関・団

体との連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 犯罪被害者等支援協議会への参加 

  富山県犯罪被害者等支援条例に基づく「犯罪被害者等支援協議会」が

５月 25日(水)、県民会館において開催され、構成機関等に対し「とやま

被害者支援センターの概要と取組み」を紹介した。 

イ 関係機関情報交換会への参加 

  検察庁が世話人となり、被害者支援等関係機関に呼掛け定期開催して

いる「情報交換会」に参加し、被害者支援活動上の課題等の共有・解決

を行った。（5/10，9/13，11/8，2/14） 

ウ 再犯防止施策推進協議会への参加 

  令和５年３月 20日、オンラインで参加し、犯罪被害者等の置かれてい

る現状等について理解を求めた。 

エ その他 

(ｱ) 富山西ロータリークラブ例会において講演(4月 28日) 

(ｲ) 更生保護法人「養得園」（再犯防止ボランティアの会）再犯防止セミ

ナーに参加し講演・意見交換(8月 25日) 

 ⑶ 全国被害者

支援ネットワ

ークへの参加 

ア 令和４年度全国事務局長等会議への参加 

  ４月 19日、オンラインで開催され、同ネットワーク第５期５年計画

の概要、ネットワークの業務運営、市町村犯罪被害者等支援条例の制

定への取組と行政の制度・施策等について情報共有を図った。 

イ 令和４年度定時社員総会への参加 

  ６月 14日、オンラインで開催され、令和３年度事業報告等の議案を

審議した。 

ウ 全国理事長会議への参加 

  ８月９日、オンラインで開催され津嶋理事長が参加。警察による犯

罪被害者支援の取組みの現状、市町村犯罪被害者等支援条例の制定へ

の取組と行政の制度・施策等について意見交換・情報共有を図った。 

エ 犯罪被害者支援功労団体表彰の受賞 

  10月14日、東京都内で開催された「全国犯罪被害者支援フォーラム

2022」において、当センターが「犯罪被害者支援功労団体表彰」を受賞。 
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６ 被害者等の実態に関する調査及び研究事業 
 

業 務 項 目 実   施   結   果 

 ⑴ 支援ニーズ

等の把握 

 付添い等の直接的支援を介し、被害者等の気持の変化、体調等の現状、

支援上の問題点等の把握に努めた。 

 ⑵ 各種情報の

収集 

ア 全国規模の会議・研修に努めて参加するとともに、他県センターへの

問合せ等を行うなど、各種情報の収集に努めた。 

イ 大学及び各種団体の調査、研究、アンケート等に協力した。 

７ 支援活動員の養成及び研修事業 

 

業 務 項 目 実   施   結   果 

 ⑴ 人的基盤の

充実強化 

ア 犯罪被害相談員等の育成 

  ボランティア支援活動員及び犯罪被害相談員のスキルアップのため、

次項（⑵）の研修会を開催するとともに、全国規模の研修会（⑶）への

積極的参加に努めた。 

イ ボランティア支援活動員の意欲向上 

研修の受講、裁判傍聴等を積極的に働き掛けたほか、年度末に意見交

換会を開催し相互の交流を図った。 

ウ 新規ボランティアの計画的採用 

令和３年度に採用した新規ボランティア(７名)の早期育成を図るこ

とを優先し、当年度は新規ボランティアの募集を見合わせた。 

《近年の採用状況》 

 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 増 減 

採 用 者 数 ３ ７ ０ -７ 
 

⑵ 研修会等の

開催 

ア 事例検討会 

取り扱った相談や支援活動事例等に基づき対処法等を検討する｢事例

検討会」を定期的に開催。当センターの大久保理事等のアドバイザーか

ら適切な支援対応への助言・指導を受けた。 

イ 継続研修 

ロールプレイ等による実践的指導を中心とした｢継続研修」を定期的

に開催。NNVSコーディネーターを始め、社会福祉法人等各種団体から講

師を招聘し、生活支援や直接的支援の具体的方法・留意点、障碍者や子

供への接し方等について指導を受けた。 

ウ その他研修等 

  意見交換会を開催し、当センター職員、ボランティア相互の親睦を深

めるとともに、平素の疑問や不安の解消に努めた。 

《研修会等の開催状況》 

 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 増 減 

事例検討会 ５ (27) ２ (13)   ４（26） 2 ( 13) 

継 続 研 修 ３ (22) ３ (27)   ５（56） 2 ( 29) 

その他研修等 ６ (87) ５ (49)   ２（23） -3 (-26) 

 ※（ ）は受講者の延べ人数。 
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 ⑶ 研修会等へ

の参加 

ア 全国ネットワーク主催の研修 

(ｱ) 全国事務局長会議（4月 19日） 

  事務局長がオンラインで参加した。 

(ｲ) 東海･北陸ブロック｢質の向上研修｣(静岡県) 

a 上半期(7/8～7/9)   1名参加(当センター事務局職員) 

b 下半期(2/16～2/17) 3名参加(当センター事務局職員・ボランティア)  

(ｳ) 支援責任者研修（8月 5日・8月 6日） 

  当センター事務局職員(支援活動責任者)１名が参加した。 

(ｴ) 全国理事長会議（8月 9日） 

理事長がオンラインで参加した。 

(ｵ) 全国犯罪被害者支援フォーラム（10月 14日） 

  東京都内で開催され、理事長が参加し「犯罪被害者支援功労団体表

彰」を受賞したほか、当センター事務局職員４名とボランティア２名が

オンラインで性犯罪被害者支援の課題等について研修を受けた。 

(ｶ) 令和４年度 秋期全国研修会（10月 15日・10月 16日） 

  当センターから事務局職員２名とボランティア２名がオンラインで

受講し、検察庁と民間支援団体との連携、社会福祉的な視点・支援の

重要性、児童の性被害の現状、市町村条例制定の必要性等について研

修を受けた。 

イ 直接的支援実地研修（9月 12日～16日） 

  被害者支援都民センターの「2022年度 直接的支援実地研修」に当セ

ンター事務局職員１名が参加。 

ウ 自助グループ運営・連絡会議（９月 29日） 

警察庁が「交通事故被害者サポート事業」の一環として開催した自助

グループ運営・連絡会議に、当センター事務局職員２名がオンラインで

参加し、交通事故による高次脳機能障害者への必要な支援等について研

修を受けた。 

エ その他の研修 

(ｱ) とやまチャイルドラインの講座 

   a 2022公開講座（6月 26日） 

    子どもの特性とトラウマを理解した支援について、事務局員 1名

が受講した。 

   b 電話受け手養成講座（4回/7月・8月・9月） 

  子どもの気持ちの理解、児童相談所に寄せられる家庭と子ども 

の支援等について、ボランティア 1名が受講した。 

(ｲ) 犯罪被害者等支援研修会（7月 11日） 

富山県犯罪被害者等支援協議会が武庫川女子大学准教授を講師とし

て開催した同研修会に事務局長及び支援責任者が参加し、講演の受講及

び架空事例の検討を行った。 

(ｳ) 犯罪被害者等支援条例シンポジウム（7月 15日） 

  仙台弁護士会主催の同シンポジウムに事務局長がリモート参加。 

(ｴ) 被害者が創る条例研究会シンポジウム（10月 24日） 

  同研究会が主催するシンポジウム（「犯罪被害者がのぞむ支援をどの

地域でも」）に事務局長がリモートで参加。 
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８ 広報及び啓発事業 
 

業 務 項 目 実   施   結   果 

⑴ 「犯罪被害者

週間」行事 

 

 

 被害者等が置かれている状況やそれを踏まえた支援の必要性について、

広く県民の理解を深めるため、「犯罪被害者週間｣(11/25～12/1)に合わせ、

関係機関等の協力を得て、以下の広報及び啓発活動に取り組んだ。 

ア 被害者支援「トークショー｣の開催 

開 催 日 時 11月 27日(日) 午後１時 30分～同 3時 30分 

開 催 場 所 富山市千歳町 「高志会館」カルチャーホール 

参 加 者 約100名(警察･県･市町村関係者、賛助会員、一般参加者等) 

概 要 

〇 第一部（開会式…主催者挨拶、来賓挨拶、受賞報告等） 

〇 第二部（「こころに寄り添うトークショー」） 

≪出演≫ 

・高原 兄 氏(タレント) 

・鍋田恭子 氏(ラジオパーソナリティー/当センター理事) 

 ・当センター犯罪被害相談員２名 

後 援 
富山県・富山市・富山県警察・富山県犯罪被害者等支援協

議会・(公財)富山県交通安全協会・(公財)富山県防犯協会 

イ 街頭広報活動の実施 

(ｱ) 事前広報 

  県警察本部、地元警察署等と協力し、次の場所においてチラシ配布を

実施した。 

・11/ 9(水) アピタ富山店（富山市上袋）   

・11/24(木) アップルヒル（魚津市上村木） 

(ｲ) 週間初日の街頭キャンペーン 

11 月 25 日(金)、県警察、県犯罪被害者等支援協議会等と共同で JR

「富山駅」において、街頭キャンペーンを実施。通勤・通学客にチラシ

等を配布し被害者支援を呼び掛けた。 

(ｳ) 街頭広告の掲出 

11月 21日から 12月 4日までの間、エムシードゥコー㈱が運営する

街頭広告パネルを利用し、富山駅前(「ホテルα1」前歩道上)に啓発用

広告を掲出した。 

ウ 自治体広報誌への広告掲載 

 (ｱ) 県内９市町の広報誌（11月号又は 12月号）に広告を掲載した。 

(ｲ) 北日本新聞が発行する情報誌（｢ゼロニイ｣12月号）に広告を掲載し、

｢犯罪被害者週間｣を広報した。 

エ ラジオＣＭ 

  ㈱たいよう共済富山支店から寄贈されたラジオＣＭ放送券を活用し、

11月 16日～26日の間、富山ＦＭラジオにより「犯罪被害者週間」と上

記トークショーについて広報（20秒のスポット放送を 30回）した。 
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⑵ 「命の大切さ

を学ぶ教室」

等の開催 

ア ｢命の大切さを学ぶ教室｣の共催 

  県警察と共同で｢命の大切さを学ぶ教室｣を開催し、被害者支援意識の

向上を図った。 

・高岡工芸高校(6/30) 270名  ・志貴野高校(11/11)  80名  

・富山国際大学(1/27) 120名   ・富山国際大付属高校(2/21) 215名 

 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 増 減 

高校(受講者数) ２（366名） ４ (668名) ３ (565名) －1(-103) 

大学(受講者数) １（130名） １（120名) １（120名) ±0(±0) 

その他(受講者数) ３ （18名） ０ １ （12名） 1(12) 

イ ｢大切な命を守る｣作文コンクールへの協力 

  県警察と連携して、｢命の大切さを学ぶ教室｣の受講者等に対し、全国

中学･高校生作文コンクールへの作品募集を呼び掛けたところ、応募し

た県立高岡工芸高校３年生が書いた「誰かのために」が警察庁長官官房

審議官賞を、魚津市立東部中学校３年生が書いた「交通事故のない世界

へ」が警察庁犯罪被害者支援室長賞を受賞。両名に対し当センターから

記念品等を贈呈した。 

⑶ 広報誌等に

よる情報発信 

ア 機関誌「センターだより」の発行 

  年３回（６月[39号]、11月[40号]、３月[41号]…計 9,600部) 発行

し、当センターの活動状況等を広報した。 

《主な配布先》正会員、賛助会員(団体・個人)、県犯罪被害者等支援

協議会構成機関・団体、市町村、学校、支援自動販売機設置企業等 

イ 自治体広報誌への情報掲載 

  上記、「犯罪被害者週間」に伴う広告掲載（8⑴ウ）の他、毎月、富山

市と射水市が発行する広報誌の各種相談欄に当センターの電話相談時

間、電話番号等を掲載してもらい、事件･事故に伴う被害相談を呼び掛け

た。 

 ⑷ パネル展の

開催 

 

 

ア 市町村巡回パネル展の開催 

県(生活環境文化部県民生活課)と合同で県内 15 市町村を巡回しての

「犯罪被害者等支援啓発パネル展」を次のとおり開催した。 

舟 橋 村 6/20～6/24 南 砺 市 8/1～8/5 黒 部 市 8/8～8/12 

富 山 市 8/22～8/26 入 善 町 9/5～9/9 魚 津 市 9/26～9/30 

滑 川 市 10/3～10/7 朝 日 町 10/17～10/21 立 山 町 10/24～10/28 

氷 見 市 11/14～11/18 小矢部市 12/5～12/9 砺 波 市 12/12～12/16 

上 市 町 12/19～12/23 高 岡 市 1/16～1/20 射 水 市 1/23～1/27 

イ 商業施設等での開催 

(ｱ) 昨年度に引き続き、富山南警察署と共同でアピタ富山店（富山市上

袋）において、パネル展を開催(10/31～11/11)した。 

(ｲ) ㈻富山県自動車学園の協力を得て、富山自動車学校においてパネル

展を開催(9/9～9/22)した。 

ウ 警察施設におけるパネル展示（常設） 

  県警察本部運転免許センター（３階の講習室）に当センターのパネル

を展示し、運転免許更新等に訪れる運転者に被害者支援の周知を図っ

た。 
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⑸ その他 ア 「犯罪被害者白書」蔵書化の要望 

  一人でも多くの県民に被害者支援に理解と関心を持ってもらうため、

８月～10 月、県内市町村の公立図書館を訪問し、「犯罪被害者白書」の

蔵書化を要望した。（既に同白書を蔵書している富山市立図書館を除く

14市町村立図書館に、見本として令和 3年度版白書を寄贈） 

イ 関係機関・団体主催行事等を利用した広報 

(ｱ) 警察音楽隊演奏会（「おまわりさんの演奏とドリルの祭典） 

  ８月７日(日)、演奏会場（富山市内「オーバード・ホール」）におい

て来場者に対し、広報用うちわ、パンフレット等を配布した。 

(ｲ) 地域安全運動県民大会 

   10月 5日(水)開催の同大会が新型コロナウイルス感染拡大防止の観

点から、参加者数を制限した縮小開催となったため、主催者に依頼し

大会参加者に対しパンフレット等を配布した。 

(ｳ) 暴力追放県民大会 

11月 15日(火)、県民会館で開催された同大会に理事長が来賓出席。

当センター職員 2名が大会参加者に対し、被害者支援への理解と協力

を呼び掛けてパンフレット等を配布した。 

(ｴ) その他 

  ・「富山を楽しくする会」作品発表会において広報(4/14～16) 

・ 富山西ロータリークラブ例会において講演(4/28) 

・ 更生保護法人「養得園」（再犯防止ボランティアの会）再犯防止セ

ミナーにおいて講演 (8/25) 

ウ マスコミによる広報・報道 

当センターの鍋田理事が担当するラジオ番組に理事長が出演し、被害

者支援を訴えたほか、積極的な情報提供により、 

・「犯罪被害者等支援啓発パネル展」の開催 

・街頭キャンペーン等の活動 

・犯罪被害者トークショーの開催 

・市町村条例の必要性と条例制定に向けた動向 

・当センター「犯罪被害者支援功労団体表彰」の受賞 

・｢大切な命を守る｣中学･高校生作文コンクールでの県内学生の受賞 

などについて、新聞・テレビが採り上げ報道した。 

９ その他（センターの目的達成上）必要な事業 

 

業 務 項 目 実   施   結   果 

 ⑴ 財政基盤の

確立 

ア 会費収入 

(ｱ) 会費収入拡大に向けた取組み 

 ・ 被害者支援「トークショー」における賛助会員募集の呼掛け 

 ・ 警察相談課を介した警察職員への協力要請･各所属長への個別要請 

 ・ 警察職員退職者説明会(２月)における支援継続の呼掛け(書面) 

  ・ 機関誌(｢支援センターだより｣)送付に合わせた会費納付書の送付 

 ・ 機関誌(同上)への賛助会員等の氏名等(希望者)の掲載 
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(ｲ)賛助会員数及び会費 

《賛助会員数》 

    Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 増減（率） 

団体(企業・法人) ２０９ ２０９ １９８ -11(-5.3%) 

個人 ２,４７２ ２,４４６ ２,４１２ -34(-1.4%) 

 (警察職員) (2,276） (2,253) (2,211) -42(-1.9%) 

合    計 ２,６８１ ２,６５５ ２,６１０ -45(-1.7%) 

《賛助会費》                       （円） 

    Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 増 減（率） 

団体(企業・法人) 2,655,000 2,625,000 2,424,780 -200,220(-7.6%) 

個人 5,111,000 5,142,000 5,114,140 -27,860(-0.5%) 

 (警察職員) (4,552,000) (4,506,000) (4,447,140) -58,860(-1.3%) 

合    計 7,766,000 7,767,000 7,538,920 -228,080(-2.9%) 

イ 寄付等収入 

(ｱ) 「被害者支援募金箱」による募金 

     Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 増 減 

設 置 数 ６８ ６４ ６４ ±0 

募 金 額 113,601円 163,216円 140,689円 -22,527円 

(ｲ) 支援(寄付)型自販機による寄付 

     Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 増 減 

設 置 数 ６７ ７３ ７８ 5 

寄 付 金 額 600,963円 663,500円 501,446円 -162,054円 

(ｳ) 「ホンデリング」による寄付 

   警察相談課の協力、パネル展会場における呼掛け、各種会議等におけ

る協力要請によって、次の寄贈・寄付があった。 

     Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 増 減 

寄 贈 数 １,４１２ １,３００ ６６６ -634 

寄 付 金 額 26,938円 25,967円 31,739円 5,772円 

(ｴ)「幸せの黄色いレシートキャンペーン」による寄贈 

    イオンモール高岡が実施している「幸せの黄色いレシートキャンペ

ーン」（毎月 11日の「イオン・デー」に発行される黄色いレシートを専

用 BOXに投函することによりレシート合計金額の１%相当の品物が地域

のボランティア団体等に寄付される）により、同店から次の金額相当の

物品(文具等)の寄贈を受けた。 

     Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 増 減 

寄 贈 額 2,400円 3,900円 4,000円 100円 

※ キャンペーン期間：3月～翌年 2月 

※ R3年度分を R4.4月に受領。R4年度分は R5.4月受領。 

(ｵ) その他寄付 

    県警察の所属、民間企業及び当センター理事からの寄付があった。 

     Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 増 減 

寄 付 金 額 639,298円  30,300円 206,827円 176,527円 

  ※ R2年度には、個人からの高額寄付があった。 
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 ⑵ 特定資産の

積立て 

ア 周年記念事業経費の確保 

  令和８年度予定の20周年記念事業用「記念事業積立金」は、既に積立

てが完了しており全額保有。 

イ 設備修繕経費の確保 

  事務所の空調及び照明機器の更新に資するための「設備修繕積立金」

の積立を令和３年度から10年計画で開始。２年目の当年度も計画どおり

積み立てた。 

 ⑶  市町村条例

制定に向けた

取組み 

ア 制定気運の醸成 

(ｱ) 機関誌「センターだより」(6月発行・第39号)に富山県弁護士会弁護

士 髙坂愛理（当センター理事）氏の特別寄稿文「富山県下、全市町村

での犯罪被害者支援条例制定を目指して」を掲載した。 

(ｲ) 北日本新聞の「万機公論」欄（10月12日付け）に「市町村単位で条例

制定を」を寄稿した。 

イ 市町村及び同議会への働きかけ 

  当センター犯罪被害相談員(ボランティア)が滑川市議会に犯罪被害

者等の支援に特化した条例の制定を陳情。12月定例議会において同陳情

が全会一致で採択された。 

 ⑷ 情報管理の

徹底 

ア ゲートウェイセキュリティー対策の強化 

イ 個人情報を取り扱う専用パソコンの導入等 

 ⑸ 理事会及び

総会の開催 

ア 第１回理事会（５月20日(金)） 

 <議案> 

  ・ 令和３年度事業報告(案)及び収支決算(案) 

 ・ 令和４年度通常総会の招集(案) 

 <報告事項> 

 ・ 代表理事及び業務執行理事の職務の執行状況 

イ 通常総会（６月17日(金)） 

 <議案> 

 ・ 令和３年度事業報告 

 ・ 令和３年度収支決算(案) 

<報告事項> 

 ・ 令和４年度事業計画及び収支予算 

 ・ 理事の辞任 

・ 「犯罪被害者週間」における講演会等の開催計画(案) 

ウ 役員懇談会（６月30日(木)） 

 <議題> 

 ・ 「犯罪被害者週間」における講演会等の開催 

エ 第２回理事会（令和５年３月２日(木)） 

 <議案> 

・ 令和５年度事業計画(案)及び収支予算(案)等 

 ・ 事務局職員の任免 

 <報告事項> 

 ・ 代表理事及び業務執行理事の職務の執行状況 

 

 


